
運行開始１周年運行開始１周年
キャンペーンキャンペーン

予約・問い合わせ予約・問い合わせ 運行時間運行時間

注意事項注意事項

　2022 年７月１日に新設した、西鉄高速バス「福岡～長

門湯本温泉線」おとずれ号が、このたび運行１周年を迎

えるにあたり、各種乗車券の割引および新たなセット券

の販売を実施します。

■期間　８月３１日（木）まで

②グループ割と③そぞろ歩きっぷ割は往路出発

がで福岡発のお客様が対象です。

新型コロナワクチン新型コロナワクチン
「令和 5年春開始接種」について「令和 5年春開始接種」について

お知らせ

接種対象者

健康増進課 コロナワクチン接種推進室　TEL 23-1132（平日 8:30 ～ 17:15 土日祝日を除く）
接種券の申請、問い合わせ

接種を希望する人は、かかりつけ医療機関にご相談ください。かかりつけ
医療機関のない人は、コロナワクチンコールセンターにご相談ください。

「令和5年春開始接種」の接種期間は「令和5年春開始接種」の接種期間は 88 月月 3131 日日（木）（木）までです。までです。

ワクチン接種を受けるには接種券 ( 白色 ) と予約が必要です。ワクチン接種を受けるには接種券 ( 白色 ) と予約が必要です。
※接種を希望する対象者で、接種券を持っていない人は問い合わせください。※接種を希望する対象者で、接種券を持っていない人は問い合わせください。

初回（1・2回目）接種が完了した、以下のいずれかに該当する人のみ初回（1・2回目）接種が完了した、以下のいずれかに該当する人のみ

コロナワクチンコールセンター　TEL：27-0156（平日 9：00～ 17：00土日祝日を除く）コロナワクチンコールセンター　TEL：27-0156（平日 9：00～ 17：00土日祝日を除く）
聴覚に障害があるなど電話が難しい人は FAX：23-1168聴覚に障害があるなど電話が難しい人は FAX：23-1168

65 歳以上の高齢者65歳以上の高齢者 基礎疾患のある人基礎疾患のある人
重症化リスクの高い人重症化リスクの高い人

医療従事者医療従事者
高齢者施設などの従事者高齢者施設などの従事者

①サマーキッズこども割①サマーキッズこども割
６歳以上 12 歳未満の小学生

は片道料金が５００円

※ 12 歳以上でも小学校在学

　中であれば対象となります

②グループ割②グループ割
「そぞろ歩きっぷ（１人8,000円）」

を３人の利用で16,000円で販売。

（実質１人分が無料）

さらに４人目以降も１人あたり

半額の 4,000 円で販売。

③そぞろ歩きっぷ割③そぞろ歩きっぷ割
高速バスの往復乗車券と長門湯

本温泉で使えるクーポンがセッ

トになった乗車券「そぞろ歩きっ

ぷ（１人 8,000 円）」が、25％オフ・

2,000 円引きの 6,000 円で販売。

西鉄天神高速バスターミナル（５：15 〜 23：00）
博多バスターミナル（６：30 〜 22：00）

窓口

九州高速バス予約センター（８：00 〜 19：00）
一般電話　☎ 0120-489-939
携帯・IP 電話　☎ 092-734-2727
※電話は予約受付のみ

電話

福岡発 停留所 長門発
乗
車
の
み

９:01
→
→
→
→
→
→

博多バスターミナル 18:49
←
←
←
←
←
←

降
車
の
み９:20 西鉄天神高速バスターミナル 18:33

降
車
の
み

12:06 長門湯本温泉 15:48
乗
車
の
み

12:17 長門市役所前 15:39

12:24 センザキッチン 15:30

ハイウェイバスドットコム　
https://www.highwaybus.com/

Web
アプリ
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燃
料
価
格
等
物
価
高
騰
総
合
対
策

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
原
油
価
格
・
物
価
の
高
騰
に
直
面
す
る
事
業

者
や
市
内
の
に
ぎ
わ
い
を
創
出
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
支
援
す
る

た
め
、
各
種
支
援
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

 
事
業
者
へ
の
支
援
事
業
を

実
施
し
ま
す

燃
油
等
物
価
高
騰
に
直
面
す
る
市

内
事
業
者
の
事
業
継
続
と
経
営
改
善

を
図
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス

削
減
へ
の
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、

省
エ
ネ
機
器
や
低
燃
費
タ
イ
ヤ
の
導

入
に
係
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

■
補
助
対
象
者

• 

市
内
に
本
店
を
有
す
る
法
人
、
ま

た
は
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

市
内
に
事
業
所
を
有
し
て
い
る
個

人

• 

申
請
日
に
お
い
て
事
業
を
継
続
し

て
お
り
、
事
業
継
続
の
意
思
が
あ

る
こ
と

• 

市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

■
導
入
基
準

• 

省
エ
ネ
機
器

　

市
内
の
事
業
所
な
ど
に
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
庁
に
お
け
る
「
ト
ッ
プ
ラ

ン
ナ
ー
基
準
（
統
一
省
エ
ネ
ラ
ベ

ル
２
つ
星
以
上
）」
を
満
た
す
、

も
し
く
は
同
等
の
省
エ
ネ
性
能
を

有
す
る
も
の

• 

低
燃
費
タ
イ
ヤ

　

一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
タ
イ

ヤ
協
会
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
制
度
に
お

け
る
低
燃
費
タ
イ
ヤ
統
一
マ
ー
ク

が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た

は
各
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
の
基
準
に

よ
り
燃
費
向
上
の
効
果
が
認
め
ら

れ
て
い
る
も
の

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い

■
購
入
設
置
期
間

７
／
４

（火）
～
12
／
28 

（木）

■
申
請
受
付
期
間

　

７
／
10 

（月）
～
令
和
６
年
１
／
12 

（金）

17
：
00
ま
で

※
購
入
設
置
後
の
申
請
と
な
る
の

で
、
購
入
前
に
補
助
対
象
と
な
る

か
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い

※
申
請
は
、
一
事
業
者
に
つ
き
一
回

限
り
で
す

■
補
助
率

　

補
助
対
象
経
費　
　
　
　
　
　

（
税
抜
）の
１
／
２（
上
限
20
万
円
）

※
千
円
未
満
切
捨
て

■
申
請
先

• 

旧
長
門
市
に
事
業
所
を
有
す
る
事

業
者
は
長
門
商
工
会
議
所

• 

旧
３
町
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業

者
は
な
が
と
大
津
商
工
会

問

産
業
政
策
課
商
工
振
興
班　

☎
23
‐
１
１
３
６

▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

は
こ
ち
ら
か
ら

新
分
野
展
開
、
業
態
転
換
な
ど
の

取
組
を
行
う
中
小
企
業
者
を
支
援
す

る
た
め
、
国
の
事
業
再
構
築
補
助
金

交
付
事
業
者
に
か
か
る
、
自
己
資
金

部
分
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
者

• 

市
内
に
本
店
を
有
す
る
法
人
ま
た

は
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
市

内
に
事
業
所
を
有
し
て
い
る
個
人

事
業
者

•
 

国
庫
補
助
事
業
で
あ
る
「
中
小
企

業
等
事
業
再
構
築
補
助
金
」
の
交

付
決
定
を
受
け
た
事
業
者

•
 

市
税
の
滞
納
が
な
い
法
人
ま
た
は

個
人
事
業
者

■
補
助
率

国
の
補
助
金
額
確
定
額
の
１
／
４

■
補
助
上
限
額

•
 

補
助
対
象
事
業
を
市
内
で
実
施
す

る
場
合
、
１
、０
０
０
万
円

•
 

補
助
対
象
事
業
を
市
外
で
実
施
す

る
場
合
、
500
万
円

■
申
請
先

　

産
業
政
策
課
あ
て
に
郵
送
ま
た
は

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
限　

令
和
６
年
２
／
29 

（木）

問

産
業
政
策
課
商
工
振
興
班

☎
23
‐
１
１
３
６

▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

は
こ
ち
ら
か
ら

長
門
市
の
商
工
業
の
振
興
を
目
的

と
し
た
市
内
経
済
の
活
性
化
・
産
業

振
興
を
図
る
た
め
の
に
ぎ
わ
い
創
出

イ
ベ
ン
ト
を
支
援
し
ま
す
。

■
期
間

　

８
／
１

（火）
～
31 

（木）

■
補
助
対
象
者

• 

商
工
会
議
所
や
商
工
会
な
ど
の
商

工
団
体
お
よ
び
地
域
産
業
の
振
興

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ

た
団
体

• 

主
た
る
事
務
所
が
市
内
に
あ
る
事

業
者
で
あ
り
、
か
つ
、
３
者
以
上

で
構
成
さ
れ
た
団
体

• 

市
内
に
居
住
し
て
い
る
個
人
で
、

５
人
以
上
で
組
織
さ
れ
た
団
体

■
補
助
対
象
イ
ベ
ン
ト

• 

事
業
者
な
ど
が
自
主
的
、
主
体
的

に
企
画
、
実
施
す
る
も
の

• 

長
期
的
展
望
に
立
っ
て
企
画
す
る

も
の

• 

地
域
の
特
性
、
地
域
資
源
を
有
効

に
活
用
す
る
も
の

■
補
助
率

１
／
２
（
補
助
上
限
100
万
円
）

※
対
象
と
な
る
経
費
は
要
綱
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
ま
た
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

問

産
業
政
策
課
商
工
振
興
班

☎
23
‐
１
１
３
６

▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

は
こ
ち
ら
か
ら

省
エ
ネ
機
器
等

導
入
支
援
補
助
金

中
小
企
業
等
事
業
再
構
築

促
進
事
業
費
補
助
金

な
が
と
賑
わ
い
創
出

支
援
事
業
補
助
金

10102023.8.12023.8.1



現
在
の
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

ま
た
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
は
、
自
己
負
担
限

度
額
の
決
定
の
た
め
に
毎
年
所
得
判

定
が
必
要
と
な
る
の
で
、
７
月
末
日

を
有
効
期
限
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
８
月
以
降
も
引
き
続

き
認
定
証
の
交
付
が
必
要
な
場
合

は
、
次
の
と
お
り
更
新
の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■ 

受
付
開
始　

８
／
１

（火）
～

※ 

９
月
以
降
に
申
請
を
行
う
場
合
、

申
請
月
初
日
か
ら
の
適
用
と
な

り
、
適
用
期
間
に
空
白
が
生
じ
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
受
付
場
所　

総
合
窓
口
課
、
各
支

所
、
各
出
張
所

■
必
要
な
も
の

• 

国
民
健
康
保
険
証

• 

昨
年
度
か
ら
引
き
続
き
区
分
Ⅱ
、

オ
の
認
定
を
受
け
る
人
で
、
過
去

１
年
以
内
（
８
月
申
請
の
場
合
、

前
年
９
月
以
降
）
の
入
院
期
間
が

90
日
を
超
え
る
場
合
は
、
入
院
期

間
を
確
認
で
き
る
も
の
（
医
療
機

関
の
領
収
書
な
ど
）

各
世
帯
の
所
得
区
分
が
記
載
さ
れ

た
認
定
証
の
こ
と
で
、
医
療
機
関
で

こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
窓

口
で
の
支
払
い
が
下
表
の
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。
次
に
該
当
す
る
人

で
認
定
証
を
利
用
す
る
場
合
は
、
事

前
に
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
交
付
対
象
・
認
定
証 

• 

70
歳
未
満
で
住
民
税
非
課
税
世
帯

以
外
の
人
、
70
歳
以
上
で
現
役
並

Ⅰ
・
現
役
並
Ⅱ
の
世
帯
の
人

　

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

• 

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

　

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

　

額
認
定
証
」 

（
併
せ
て
入
院
時
の

　

食
事
負
担
が
減
額
と
な
り
ま
す
）

※
70
歳
以
上
で
一
般
区
分
、
現
役
並

　

Ⅲ
に
該
当
す
る
人
の
限
度
額
適
用

　

認
定
証
は
あ
り
ま
せ
ん

■
申
請
方
法　

　

更
新
手
続
き
と
同
様

※
受
付
は
随
時
で
、
申
請
月
初
日
か

ら
有
効
で
す

■ 

認
定
証
利
用
時
の
留
意
事
項　

• 

複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場

合
、
医
療
機
関
ご
と
に
限
度
額
を

計
算
し
ま
す

 
長
門
市
国
民
健
康
保
険

加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の

更
新
を
受
付
中

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
と
は

•
 

一
つ
の
医
療
機
関
で
外
来
、
入
院
、

歯
科
が
あ
っ
た
場
合
、
別
々
に
限

度
額
を
計
算
し
ま
す

•
 

限
度
額
適
用
認
定
証
を
利
用
し
な

い
場
合
や
、
複
数
の
医
療
機
関
に

か
か
る
な
ど
で
限
度
額
を
超
え

た
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
高
額
療

養
費
を
支
給
し
ま
す
。
保
険
証
、

■自己負担限度額（月額）

≪ 70 歳以上の人≫

区分
住民税

課税所得区分

外来

（個人単位）

年３回目まで（※） 年４回目以降

（※）外来＋入院（世帯単位）

現役並Ⅲ
住民税課税所得

690 万円以上

252,600 円

総医療費が842,000円を超えた場合は、

その超えた分の１％を加算

140,100 円

現役並Ⅱ
住民税課税所得

380 万円以上

167,400 円

総医療費が558,000円を超えた場合は、

その超えた分の１％を加算

93,000 円

現役並Ⅰ
住民税課税所得

145 万円以上

80,100 円

総医療費が267,000円を超えた場合は、

その超えた分の１％を加算

44,400 円

一般
住民税課税所得

145 万円未満

18,000 円

（年間 14.4 万円

上限）

57,600 円 44,400 円

Ⅱ 住民税非課税世帯

8,000 円

24,600 円

Ⅰ
住民税非課税世帯で

年金収入

80 万円以下など

15,000 円

≪ 70 歳未満の人≫

区分 世帯所得区分 年３回目まで（※） 年４回目以降（※）

ア 所得が 901 万円超

252,600 円

総医療費が842,000円を超えた場合は、

その超えた分の１％を加算

140,100 円

イ
所得が 600 万円超

901 万円以下

167,400 円

総医療費が558,000円を超えた場合は、

その超えた分の１％を加算

93,000 円

ウ
所得が 210 万円超

600 万円以下

80,100 円

総医療費が267,000円を超えた場合は、

その超えた分の１％を加算

44,400 円

エ 所得が210万円以下 57,600 円 44,400 円

オ 住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

※過去１年間に、一つの世帯で高額療養費に該当した回数
 ・一つの医療機関あたり21,000 円以上自己負担があるものについては合算対象（同一医     
　療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します）
 ・ 所得とは、国民健康保険料算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のこと
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